
 

 

令和２年７月 29 日 
参考資料 

「帰国者・接触者相談センター」と「新型コロナウイ
ルス感染症コールセンター」の問合せ電話番号が変わ
ります 

県では、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方への対応や、新型コロナウイルス感染症に関

するさまざまなご質問にお答えするため、「帰国者・接触者相談センター」及び「新型コロナウイ

ルス感染症コールセンター」を設けています。８月１日から、これらのお問合せ窓口の電話番号を

変更することとなりましたのでお知らせします。 

１ 概要 
・ 県内８か所の県保健福祉事務所・センターに設置された「帰国者・接触者相談センター」にお

いて、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いのある方を診療体制等の整った医療機関に確実

につなぐための調整を行っています。 

・ また、県では、新型コロナ感染症に関するお問合せ窓口を設け、感染防止対策や「ラインコロ

ナお知らせシステム」等に関するさまざまなご質問にお答えしています。 

・ このたび、これらのお問合せ窓口の電話番号が、８月１日より下記の通り変更となります。 

・ 「新型コロナウイルス感染症コールセンター」は、番号プッシュ操作によりご質問内容ごとに窓

口へお繋ぎします。 

２ 相談窓口 
・ 「帰国者・接触者相談窓口感染症専用ダイヤル」0570-056799（受付：24 時間） 

・ 「新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル」0570-056774 （受付：以下を参照） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ なお、聴覚に障がいのある方をはじめ、電話での相談が難しい方で、「帰国者・接触者相談セ

ンター」へのご相談をご希望の場合は、(1)電話での相談が難しいこと、(2)帰国者・接触者相談セ

ンターへの相談であること、(3)現在の症状（いつからどんな症状があり、現在はどのような状態

か、医療機関は受信済みかなど）をご記入の上、ファクシミリ（045-285-0216）でお送りください。 

・ また、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市・寒川町にお住まいの方はそ

れぞれの市町村のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。 

横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-

iryo/yobosesshu/kansensho/ncov-soudan.html 

川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116178.html 

相模原市 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/kanseny

obo/1019689.html 

横須賀市 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/kannsennsyou/202

00129g3130e.html 

藤沢市 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoken-j/soudan.html 

茅ヶ崎市・寒川町 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022933/1038779

.html 

 

問合せ先  

神奈川県健康医療局保健医療部健康危機管理課 
課長          森  電話 045－２１０－4790 

感染症対策調整担当課長 夏目 電話 ０４５－285－0559 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022933/1038779.html
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022933/1038779.html
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